
防衛医科大学校達第２号 

 防衛医科大学校の内部組織に関する訓令（昭和48年防衛庁訓令第59号）第２条第３
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 附則 

   第１章 総則 

（課長補佐、室長補佐、事務長補佐、服務専門官、渉外広報専門官、会計管理専門



官、調達管理専門官、情報セキュリティ監査官、企画計画専門官、機構定員専門

官、企画業務専門官、自衛隊・地域連携専門官、情報保証専門官、サイバー攻撃

対処専門官、デジタル化推進専門官、教育評価専門官、教育改革専門官、教育計

画専門官、教務専門官及び会計監査官） 

第１条 課長補佐は、課長の命を受け、課務を整理する。 

２ 課長補佐を２人以上置くこととされている課の課長補佐の担当課務は、別表第１

に掲げるとおりとする。 

３ 室長補佐は、室長の命を受け、室務を整理する。 

４ 事務長補佐は、事務長の命を受け、事務を整理する。 

５ 服務専門官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）職員、自衛官、学生及び医学研究科学生（以下「研究科学生」という。）の懲

戒、服務、教養及び規律に関すること。 

（２）礼式及び服制に関すること 

６ 渉外広報専門官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）渉外及び広報に関すること。 

（２）渉外広報機能の企画・立案に関すること。 

７ 会計管理専門官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）物品及び役務に関する契約の審査に関すること。 

（２）会計に関する規則の作成に関すること。 

８ 調達管理専門官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）調達基本計画の作成及び中央調達業務に関すること。 

（２）調達業務の管理及び調整に関すること。 

９ 情報セキュリティ監査官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）情報セキュリティ監査に関する業務に関すること。 

（２）情報セキュリティ監査に係る教育に関すること。 

10 企画計画専門官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

  防衛医科大学校の所掌事務に係る総合的な事業の企画及び調整に関すること。 

11 機構定員専門官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

  機構及び定員に関すること。 

12 企画業務専門官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）業務計画に関すること。 

（２）防衛医科大学校病院の運営改善に関する事務に必要な総合調整に関すること。 

13 自衛隊・地域連携専門官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）自衛隊及び地域との連携強化に関すること。 

（２）国際交流に関すること。 

14 情報保証専門官は、課長の命を受け、次の事務（サイバー攻撃対処専門官の所掌

に属するものを除く。）に従事する。 



（１）情報保証の企画立案及び実施に関すること。 

（２）情報保証に係る施策の推進に関すること。 

（３）情報保証に係る業務の内部及び外部との調整に関すること。 

15 サイバー攻撃対処専門官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）サイバー攻撃対処の企画立案及び実施に関すること。 

（２）サイバー攻撃対処に係る施策の推進に関すること。 

（３）サイバー攻撃対処に係る業務の内部及び外部との調整に関すること。 

16 デジタル化推進専門官は、課長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）デジタル化の企画立案及び実施に関すること。 

（２）デジタル化に係る施策の推進に関すること。 

（３）デジタル化に係る業務の内部及び外部との調整に関すること。 

（４）デジタル化推進委員会に対する技術的支援に関すること。 

17 教育評価専門官は、医学教育研修センター長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）医学教育に関する学内情報の収集に関すること。  

（２）研修経験症例の調査に関すること。 

18 教育改革専門官は、医学教育研修センター長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）教育改革に関する情報収集こと。 

（２）研修環境の改善に関すること。 

19 教育計画専門官は、医学教育研修センター長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）時間制の調整に関すること。 

（２）課外講演及び特別講演の計画に関すること。 

20 教務専門官は、事務長の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）教養試験の実施に関すること。 

（２）カリキュラム編成のための調査及び研究に関すること。 

（３）医学科学生及び看護学科学生（以下「学生」という。）の教育に係る制度に関

すること。 

（４）医学科、看護学科及び医学研究科の課程審査に係る独立行政法人大学改革支援

・学位授与機構との連絡調整に関すること。 

21 会計監査官は、主任会計監査官の命を受け、次の事務に従事する。 

（１）会計の検査及び監査に関すること。 

（２）会計経理の改善及び指導に関すること。 

 （主任訓練教官補佐） 

第１条の２ 学生部に主任訓練教官補佐を置く。 

２ 主任訓練教官補佐は、主任訓練教官の命を受け、訓練教官の事務を整理する。 

 （主任） 

第２条 別表第２の左欄に掲げる係に、それぞれ同表の右欄に掲げる定数の主任を置

く。 



２ 主任は、係長の命を受け、当該係の事務の一部を分掌する。 

   第２章 各課室 

    第１節 総務課 

 （秘書係） 

第３条 秘書係においては、秘書事務をつかさどる。 

 （総務係） 

第４条 総務係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）機密に関すること（文書・保全係の所掌に属するものを除く。）。 

（２）校内の事務の連絡調整に関すること。 

（３）儀式に関すること。 

（４）評議会に関すること。 

（５）会議及び諸行事に関すること。 

（６）校内の使用区分に関すること。 

（７）当直に関すること。 

（８）連絡室に関すること。 

（９）部及び課内の庶務に関すること。 

（10）前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。 

 （文書・保全係） 

第５条 文書・保全係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）防衛医科大学校の公印の管守に関すること。 

（２）公文書の接受、配布、発送、編集及び保管に関すること。 

（３）文書の審査、進達及び浄書に関すること。 

（４）法令及び規則等の審査及び整備に関すること。 

（５）秘密の保全に関すること。 

（６） 郵便物に関すること。 

 （人事第１係） 

第６条 人事第１係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）職員（自衛官を除く。以下この条において同じ。）の任免、分限、その他人事

に関すること。 

（２）職員の昇給に関すること。 

（３）職員の人事評価に関すること。 

（４）職員の表彰に関すること。 

（５）兼業・兼職に関すること（医学教育研修センター事務部の所掌に属するものを

除く。）。 

（６）外国出張に関すること（医学教育研修センター事務部の所掌に属するものを除

く。）。 

 （人事第２係） 



第７条 人事第２係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）自衛官、学生及び医学研究科学生（以下「研究科学生」という。）の任免、分

限その他人事に関すること。 

（２）自衛官及び研究科学生の昇給に関すること。 

（３）自衛官及び研究科学生の人事評価に閲すること。 

（４）自衛官及び研究科学生の表彰に関すること。 

（５）級別定数に関すること。 

（６）職員、学生及び研究科学生の給与（計算事務を除く。）に関すること。 

（７）職員（自衛官を除く。）の退職手当に関すること。 

（８）栄典に関すること。 

（９）災害補償に関すること。 

（10）損害賠償に関すること。 

（11）学生の陸・海・空要員別配分事務に関すること。 

（人事第３係） 

第８条 人事第３係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）職員（自衛官を除く。以下この条において同じ。）の任免その他人事に関する

こと（人事第１係の所掌に属するものを除く。）。 

（２）職員の昇給に関すること（人事第１係の所掌に属するものを除く。）。 

（３）職員の人事評価に関すること（人事第１係の所掌に属するものを除く。）。 

（４）職員の表彰に関すること（人事第１係の所掌に属するものを除く。）。 

（５）職員の災害補償、損害賠償の手続きに関すること（人事第２係の所掌に属する

ものを除く。）。 

（６）職員の諸手当の認定に関すること（人事第２係の所掌に属するものを除く。）。 

（７）兼業・兼職に関すること（人事第１係及び医学教育研修センター事務部の所掌

に属するものを除く。）。 

第２節 経理課 

 （用度第１係） 

第９条 用度第１係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）物品管理官の総括事務に関すること。 

（２）物品管理官の事務（用度第２係及び管理施設課（管理）の所掌する物品に係る

事務を除く。）に関すること。 

（３）物品管理官の官印の管守に関すること。 

（４）課内の庶務に関すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。 

 （用度第２係） 

第１０条 用度第２係においては、物品管理官の事務（病院運営に必要な物品に係る

事務）に関する事務をつかさどる。 



 （調達第１係） 

第１１条 調達第１係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）業者の選定（調達第２係の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

（２）契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結（調達第２係の所掌に属す

るものを除く。）に関すること。 

（３）算定の容易な予定価格の作成（調達第２係及び管理施設課の所掌に属するもの

を除く。）に関すること。 

（４）支出負担行為担当官及び契約担当官の官印の管守に関すること。 

（５）契約担当官の事務に関すること。 

 （調達第２係） 

第１２条 調達第２係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）病院運営に係る業者の選定に関すること。 

（２）病院運営に係る契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関するこ

と。 

 （原価計算係） 

第１３条 原価計算係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）予定価格の算定の基準に関すること。 

（２）予定価格の作成（調達係及び施設管理課の所掌に属するものを除く。）に関す

ること。 

（３）市場価格の調査に関すること。 

（４）予定価格に関する資料の収集、整理及び保管並びに統計に関すること。 

 （支出係） 

第１４条 支出係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）支出官の事務に関すること。 

（２）支出官の小切手帳及び国庫金振替書の保管に関すること。 

（３）支出負担行為担当官の事務（調達第１係及び調達第２係の所掌に属するものを

除く。）に関すること。 

 （出納係） 

第１５条 出納係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）収入管理の事務に関すること。 

（２）債権管理の事務に関すること。 

（３）歳入徴収官の事務に関すること。 

（４）歳入徴収官の官印の官守に閲すること。 

 （給与係） 

第１６条 給与係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）資金前渡官吏の事務に関すること。 

（２）給与の計算及び支給に関すること。 



（３）旅費の支給に関すること。 

（４）特定分任歳入徴収官等の事務に閲すること。 

    第３節 厚生課 

 （厚生第１係） 

第１７条 厚生第１係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）職員、学生、研究科学生及び研修医官の福利厚生に関すること。 

（２）厚生委員会に関すること。 

（３）職員の宿舎に関すること。 

（４）課内の庶務に関すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。 

 （厚生第２係） 

第１８条 厚生第２係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）短期給付に関すること。 

（２）恩給及び長期給付に関すること。 

（３）売店等事業の委託に関すること。 

（４）貯金業務に関すること。 

（５）貸付業務に関すること。 

（６）物資業務に関すること。 

 （保健係） 

第１９条 保健係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）職員、学生、研究科学生及び研修医官の保健衛生に関すること。 

（２）診療委託に関すること。 

（３）医療費の審査に関すること。 

（４）衛生施設の整備及び管理に関すること。 

（５）衛生器材等の整備及び管理に関すること。 

（６）衛生統計に関すること。 

    第４節 主計課 

 （総務係） 

第２０条  総務係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）会計法規に関すること。 

（２）会計機関の設置及び改廃に閲すること。 

（３）会計業務の企画及び調整に関すること。 

（４）一般競争参加者の資格審査及び等級の格付に関すること。 

（５）監査官の任免に関すること。 

（６）会計機関の補助者の任免に関すること。 

（７）部及び課内の庶務に関すること。 

（８）前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。 



 （予算決算係） 

第２１条 予算決算係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）予算の編成に関すること。 

（２）予算執務資料の作成に関すること。 

（３）支出負担行為計画の作成及び示達に関すること。 

（４）支出負担行為の実施計画資料の作成に関すること。 

（５）決算に関すること。 

（６）償還金の算定資料の作成に関すること。 

 （執行係） 

第２２条 執行係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）予算の年度執行計画の策定に関すること。 

（２）支払計画の作成及び示達に関すること。 

（３）予算の配分に関すること。 

（４）予算の執行状況の把握に関すること。 

（５）予算執行調査に関すること。 

第５節 企画課 

 （企画係） 

第２３条 企画係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）業務考査に関すること。 

（２）学事の調査に関すること。 

（３）課内の庶務に関すること。 

（４）前各号に掲げるもののほか、課内の他の係の所掌に属さない事項に関すること。 

    第６節 管理施設課 

 （管理係） 

第２４条 管理係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）車両の管理及び運用に関すること。 

（２）車両及び車両用物品の整備及び検査に関すること。 

（３）校内の警備に関すること。 

（４）校内の火気取締りに関すること。 

（５）校内の清掃等役務（他の課の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

（６）車両、車両用物品並びに被服、寝具及びちゅう房用物品の物品管理官の事務に

関すること。 

（７）被服及び寝具の維持管理に関すること。 

（８）被服及び寝具の検査に関すること。 

（９）前各号に掲げるもののほか、課内（管理）の他の係の所掌に属しない事項に関

すること。 

 （給食係） 



第２５条 給食係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）糧食の物品管理官の事務に関すること。 

（２）給食計画及び献立に関すること。 

（３）糧食及びちゅう房用物品の検査に関すること。 

（４）栄養管理に関すること。 

（５）調理及び配食に関すること。 

（６）患者食の栄養価の計算及び献立表の作成に関すること。 

（７）患者の栄養指導に関すること。 

（８）患者食の調理及び配膳に関すること。 

（９）食器等の洗浄及び消毒に関すること。 

（10）調理用機械器具の整備に関すること。 

（11）給食に伴う衛生管理に関すること。 

（12）記録の整理及び連絡調整に関すること。 

 （管財係） 

第２６条 管財係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）行政財産の取得及び変更に関すること。 

（２）行政財産の維持及び管理に関すること。 

（３）課内の庶務に関すること。 

（４）前各号に掲げるもののほか、課内（施設）の他の係の所掌に属しない事項に関

すること。 

 （営繕係） 

第２７条 営繕係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）施設（建物及び工作物をいう。以下この条において同じ。）の整備計画の立案、

調整及び実施に関すること。 

（２）施設の修理の契約に伴う、予定価格の作成、設計、施工、監督及び検査に関す

ること。 

（３）施設の維持管理に関すること（他の課の所掌に属するものを除く。）。 

（４）造園に関すること。 

（５）薬液処理施設の運営管理に関すること。 

（６）施設の保守及び修理に関すること。 

 （工務第１係） 

第２８条  工務第１係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）電気設備（受電、変電、動力、照明、電話及び放送の各設備をいう。以下この

条において同じ。）の整備計画の立案、調整及び実施に関すること。 

（２）電気設備の修理の契約に伴う、予定価格の算定、設計、施工、監督及び検査に

関すること。 

（３）電気設備の運営管理に関すること。 



（４）電気設備の保守及び修理に関すること。 

（５）電話交換に関すること。 

 （工務第２係） 

第２９条  工務第２係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）機械設備（屋内給排水、給湯、冷暖房、給汽、ガス及び汽缶の各設備をいう。

以下この条において同じ。）の整備計画の立案、調整及び実施に関すること。 

（２）機械設備の修理の契約に伴う、予定価格の算定、設計、施工、監督及び検査に

関すること。 

（３）機械設備の運営管理に関すること。 

（４）機械設備の保守及び修理に関すること。 

  第７節 研修管理室 

（総務係） 

第３０条 総務係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）研修医官の人事及び給与（計算事務を除く。）に関すること。 

（２）研修医官の喫食に関すること。 

（３）研修医官棟の物品に関すること。 

（４）室内の庶務に関すること。 

 （研修係） 

第３１条 研修係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）研修計画に関すること。 

（２）研修の委員会に関すること。 

（３）研修のカリキュラムに関すること。 

（４）研修の記録・評価に関すること。 

（５）研修に関する資料の作成・保管に関すること。 

（６）研修医官の服務に関すること。 

（７）研修医官棟の運営管理に関すること。 

    第８節 医学教育研修センター事務部 

 （総務係） 

第３２条 総務係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）教官の兼業・兼職の手続に関すること。 

（２）教官の学会費に関すること。 

（３）教官資格審査委員会に関すること。 

（４）部内の庶務に関すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、部内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。 

 （企画係） 

第３３条 企画係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）器材委員会に関すること。 



（２）医学教育分野別認証評価に関すること。 

（調整係） 

第３４条 調整係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）講座の庶務の支援に関すること。 

（２）業務支援要望に関すること。 

 （医学科教務係） 

第３５条  医学科教務係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）医学科学生の授業及び教務指導に関すること。 

（２）医学科学生の実習、見学及び課外講演に関すること。 

（３）医学科学生の試験（訓練課程を除く。）に関すること。 

（４）医学科学生の成績に関する記録及び資料の作成・保管に関すること。 

（５）医学科学生の学業成績証明書及び在学証明書等の発行に関すること。 

（６）医学科学生の教育の報告に関すること。 

（７）教場の使用（看護学科教務係の所掌に属するものを除く。）に関すること。 

（８）教授会に関すること。 

（９）医学科学生の進級会議に関すること。 

 （看護学科教務係） 

第３６条  看護学科教務係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）看護学科学生の授業及び教務指導に関すること。 

（２）看護学科学生の実習、見学及び課外講演に関すること。 

（３）看護学科学生の試験（訓練課程を除く。）に関すること。 

（４）看護学科学生の成績に関する記録及び資料の作成・保管に関すること。 

（５）看護学科学生の学業成績証明書及び在学証明書等の発行に関すること。 

（６）看護学科学生の教育の報告に関すること。 

（７）看護学科校舎の教場の使用に関すること。 

（８）看護学科学生の進級会議に関すること。 

 （研究科教務係） 

第３７条  研究科教務係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）研究科学生の教育計画の立案に関すること。 

（２）研究科学生の授業及び教務指導に関すること。 

（３）研究科学生の教育の報告に関すること。 

（４）研究科学生の教育に関する記録及び資料の作成・保管に関すること。 

（５）研究科学生の募集及び入学試験に関すること。 

（６）研究科学生の学業成績証明書及び在学証明書等に関すること。 

（７）研究科学生の試験、研究論文の審査及び最終試験に関すること。 

（８）研究科委員会に関すること。 

（９）研究科を担当する教官の資格審査委員会に関すること。 



 （入学試験室医学科入学試験係） 

第３８条 入学試験室医学科入学試験係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）医学科学生の募集及び募集広報に関すること。 

（２）医学科学生の入学試験の実施及び連銘調整に関すること。 

（３）医学科学生の入学試験に関する記録及び資料の保管に関すること。 

（４）医学科入学試験委員会に関すること。 

 （入学試験室看護学科入学試験係） 

第３９条 入学試験室看護学科入学試験係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）看護学科学生の募集及び募集広報に関すること。 

（２）看護学科学生の入学試験の実施及び連銘調整に関すること。 

（３）看護学科学生の入学試験に関する記録及び資料の保管に関すること。 

（４）看護学科入学試験委員会に関すること。 

第９節 学生課 

 （学生係） 

第４０条 学生係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）医学科学生舎の使用に関すること。 

（２）医学科学生及び医学科学生舎の物品に関すること。 

（３）学生センターの管理運営計画及び維持管理に関すること。 

（４）学生センターの使用に関すること。 

（５）部及び課内の庶務に関すること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、課内の他の所掌に属しない事項に関すること。 

 （看護学科学生係） 

第４１条 看護学科学生係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）看護学科学生舎及び学生等宿舎の使用に関すること。 

（２）看護学科学生、看護学科学生舎及び学生等宿舎の物品に関すること。 

 （補導係） 

第４２条 補導係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）学生の補導計画の立案に関すること。 

（２）学生の補導に必要な研究に関すること。 

（３）学生隊の編成に関すること。 

（４）課外活動に関すること。 

（５）技官候補看護学生の補導の実施に関すること。 

（６）技官候補看護学生の生活指導の実施に関すること。 

 （企画係） 

第４３条 企画係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）訓練計画の立案に関すること。 

（２）訓練に必要な研究に関すること。 



（３）訓練成果の分析及び報告に関すること。 

（４）訓練の記録及び資料の保管に関すること。 

 （器材係） 

第４４条 器材係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）訓練に必要な器材及び教材の管理運用に関すること。 

（２）訓練に必要な器材及び教材の研究・改善に関すること。 

（３）訓練施設の使用に関すること。 

第10節 主任訓練教官 

 （訓練教官） 

第４５条 訓練教官は、次の事務をつかさどる。 

（１）医学科学生及び自衛官候補看護学生の訓練の実施に関すること。 

（２）医学科学生及び自衛官候補看護学生の補導の実施に関すること。 

（３）医学科学生及び自衛官候補看護学生の生活指導の実施に関すること。 

第11節 図書館事務室 

 （企画係） 

第４６条 企画係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）電子図書館機能の企画・立案に関すること。 

（２）電子図書館機能の調査研究に関すること。 

（３）図書館に属する物品に関すること。 

（４）図書委員会に関すること。 

（５）研究紀要、雑誌及び研究年報の編集並びに発行に関すること。 

（６）分任収入官吏の事務に関すること。 

（７）館内の庶務に関すること。 

（８）前各号に掲げるもののほか、館内の他の係の所掌に属しない事項に関すること。 

 （整理係） 

第４７条 整理係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）分任物品管理官の事務に関すること。 

（２）図書その他の図書館資料の収集に関すること。 

（３）図書その他の図書館資料の分類並びに目録の作成に関すること。 

（４）図書その他の図書館資料の登録に関すること。 

（５）図書その他の図書館資料の管理に関すること。 

（６）蔵書統計に関すること。 

 （閲覧係） 

第４８条 閲覧係においては、次の事務をつかさどる。 

（１）図書その他の図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。 

（２）文献の調査及び検索に関すること。 

（３）図書情報維持のための技術的指導に関すること。 



（４）電子医学情報に関する研究支援及び利用者教育に関すること。 

（５）図書その他の図書館資料の相互貸借に関すること。 

（６）図書その他の図書館資料及び視聴覚資料の利用統計に関すること。 

（７）図書その他の図書館資料の案内に関すること。 

（８）図書の製本及び補修に関すること。 

   附 則 

 この達は、昭和５４年４月４日から施行する。 

   附 則 

この達は、昭和５５年４月５日から施行する。 

  附 則 

この達は、昭和５６年４月３日から施行する。 

  附 則 

この達は、昭和５７年４月６日から施行する。 

    附 則 

この達は、昭和５８年４月５日から施行する。 

  附 則 

この達は、昭和５９年４月１０日から施行する。 

    附 則 

この達は、昭和６０年４月６日から施行する。 

  附 則 

この達は、昭和６１年２月２８日から施行し、昭和６０年１２月２１日から適用す

る。 

  附 則 

この達は、昭和６１年４月５日から施行する。 

  附 則 

この達は、昭和６２年５月２１日から施行する。 

  附 則 

この達は、昭和６２年６月２０日から施行する。 

  附 則 

この達は、昭和６３年４月８日から施行する。 

  附 則 

この達は、平成元年５月２９日から施行する。 

  附 則 

この達は、平成３年４月１２日から施行する。 

  附 則 

この達は、平成４年４月１０日から施行する。 

  附 則 



この達は、平成５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この達は、平成７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この達は、平成８年５月１１日から施行する。 

  附 則 

この達は、平成１３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この達は、交付の日から施行する。 

  附 則（抄） 

 この達は、平成１４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この達は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成１９年３月２８日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成２０年５月１日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成２３年１２月２７日から施行する。 

   附 則（抄） 

 この達は、平成２４年４月６日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成２５年５月１６日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この達は、平成２７年４月１０日から施行する。 



附 則 

この達は、平成２８年３月２８日から施行する。 

附 則 

この達は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この達は、平成２９年３月３０日から施行する。 

附 則 

この達は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この達は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この達は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この達は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この達は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この達は、令和５年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表第１（第１条関係） 

区  分 担 当 課 務 

総務課 

 課長補佐 総務係、文書・保全係及び秘書係に係る事務に関すること。 

 課長補佐 人事第１係及び人事第２係に係る事務に関すること。 

課長補佐 その他上記係を除く事務に関すること。 

管理 

施設課 

課長補佐 管理係及び給食係に係る事務に関すること。 

課長補佐 
管財係、営繕係、工務第１係及び工務第２係に係る事務に関

すること。 

医学教

育研修

センタ

ー事務

部 

 課長補佐 総務係に係る事務に関すること。 

 課長補佐 
企画係、調整係、医学科教務係、看護学科教務係及び研究科

教務係に係る事務に関すること。 

学生課 
 課長補佐 

学生係、看護学科学生係及び補導係に係る事務に関するこ

と。 

 課長補佐 企画係及び器材係に係る事務に関すること。 

 

別表第２（第２条関係） 

係 主任の定数 

総務課総務係 １ 

総務課人事第１係 １ 

総務課人事第２係 １ 

総務課人事第３係 １ 

経理課用度第１係 １ 

経理課調達第１係 １ 

経理課調達第２係 １ 

経理課支出係 １ 

経理課出納係 １ 

経理課給与係 １ 

主計課予算決算係 １ 

医学教育研修センター 

事務部医学科教務係 

 

１ 

医学教育研修センター 

事務部看護学科教務係 

 

１ 

医学教育研修センター 

事務部入学試験室医学科入学試験係 

 

１ 

医学教育研修センター 

事務部入学試験室看護学科入学試験係 

 

１ 

教務課総務係 １ 

 


